
|
算3号 様式 (第154関 係)

事 業 者 排 出 強 削 減 報 告 書

トーヨーカ堂 代 表取締役4r民 亀 井 淳

して 「W案 時間 ω =絡皆栄而積〈百万ヽ )Jを 削減の原単位して採用しておりま,■

柱 1志 」する0(1を  レ 印を二人してくださ'ヽ 栂t手 尽千以外の車業古の方はレ印のt7s,=不 nfで,

2「 rtr年 度Jど 【='「霞納関の流tFFFEを 〔 日転fltJと 1■済Ⅲ苗期間の最体4Fttを 昭 宮午慎 Jと は言,前抑問の うち 今 回棟なのオ0と なる年度 ないいまれ

3呼期範出めJと献研内の強所やOHr証助のかのエネフレ‐般用に伸`t縮
婚緩線抜どF世馳描程あ:操せ驚淵 謡濫世];難講梯蛙拓離Rとする荘高め悌出するA空力来″ を 後 )は,葉者について1=lF有する貨わlr高工は旅4車高め擁

を生するEII幼央シスをいいまi

t橋
,レ響 期焼雑髭緩鱗校棚緩憲ネ?禅艦ド5転。埋柵粥諜糾鞭 挑話債諭t_ては18班ど19年喪の「tl球汁山ヽレどと人

s f特 記t■ Jに 1= 平 皮 2年 〔 (19,3年 茂)を 苺憎とした搾山との対比やエネルヤー環い惣並 ‖:山正 竹 エネ段B劇 々など也をのよ金初共〃ス接出倒ttt ,ヽ拭 は グ ツーン潤達の蕉加 4f r7コ ンな

どの茶傷特た外の滝査勿呆″スの11版な乾 記入してくだきヽ

京都府地球温暖化対策条切施行規則第19姿第1号該当事業者 (大規模エネルイー使用事業者 (原油に換算して1,500キロリットル以上))

0粂第2号又は第3号該当事業者 (大規模題送喜業者 (トラック又はバス100吉以上/タ クンー150古以上/

号該当事業者 (その他の温宣劾具ガスの大規模排出事業者 (二酸化炭察に換算して3,000トン以
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